
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  保証人がいる場合の貸倒れ 

Ｑ：当社は、資金を貸し付けたＡが自己破

産したことから、連帯保証人であるＢに弁済

を求めましたが、Ｂは生活保護と同等の収入

しかなく、また資産も差押できない程度の資

産しかないため、回収が見込めません。この

貸付金を当期に貸倒れとして損金経理するこ

とは認められるでしょうか？                                

  

Ａ：認められるものと思われます。 

【解説】 

税務では、貸倒損失は、法人の有する金銭

債権につき、その債務者の資産状況、支払能

力等からみてその全額が回収できないことが

明らかになった場合に、その明らかになった

事業年度において貸倒れとして損金経理をす

ることができることとしています。 

ただし、金銭債権につき担保物があるとき

は、その担保物を処分した後でなければ貸倒

損失として計上できないこととされています。 

連帯保証などの人的担保は、この担保物に

該当することから、連帯保証人から債権の回

収ができないと認められる場合に貸倒処理が

認められることとなります。 

お尋ねの場合は、Ｂが生活保護と同等の収

入しかなく、また資産も差押できない程度の

資産しかないとのことですから、回収するこ

とが難しいものと思われます。 

したがって、Ｂに対して保証債務の履行を

求めていない場合であっても、回収ができな

いものとして、貸倒処理することが認められ

ることとなるでしょう。 
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